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はじめに 

 

近年、在宅医療の進歩が著しく、医療処置を必要とする患者が住み慣れた自宅での療養を希望

される方が増え、その希望にそった医療、看護が受けやすくなってきました。それに伴い、一般

家庭から発生する在宅医療廃棄物の適正な処理が課題となっています。 

 

 

そこで、当会では、在宅で医療や訪問看護を受けておられる利用者、家族はもとより、訪問看

護師等関係者が安心して共通の処理が行えるよう、環境省「廃棄物処理法に基づく感染症廃棄物

処理マニュアル」、日本医師会「在宅医療廃棄物の取扱いガイド（2008年3月）」を参考に、また

市町のご協力をいただき「訪問看護における在宅医療廃棄物標準取り扱いマニュアル」を作成い

たしました。 

 

 

  このマニュアルを参考に、安全で衛生的な処理のためにご活用いただければ幸いです。 
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なし 

栄養剤注入器 

 

 

在宅医療廃棄物の種類 

 

在宅医療廃棄物は､大きく次の３つに分けられます。 
 

Ⅰ. 鋭利でないもの(注射針以外) 

Ⅱ. 鋭利であるが安全なしくみをもつもの(ペン型自己注射針) 

Ⅲ. 鋭利なもの(医療用注射針、点滴針) 

 

分 類 在宅医療廃棄物の分類 感染の可能性 

Ⅰ．鋭利でないもの 

  （注射針以外） 

 

●プラスチック類 
バッグ類 ：輸液､蓄尿、ストーマ(人工肛門)、ＣＡＰＤ、 
      栄養剤など各種バッグ 
 

 

 

 

 

チューブ類：吸引チューブ、輸液ライン、 

      CAPDチューブなど各種チューブ 
       針が付いている場合､切り離して針以外の部分を排出します。 

カテーテル類：導尿カテーテル他 

（血液など体液が少量付着する場合も同じ扱いです。） 

 

 

 

 

 

 

その他 ：注射筒(ペン型自己注射カートリッジ) 

 

 

       

経管栄養などの注入器 
 

 

 

●布、紙類 
ガーゼ類、脱脂綿類、紙おむつ類 

 （血液など体液が少量付着する場合も同じ扱いです。) 

感染の可能性 

●ビン類、缶類 
栄養剤容器、点滴ボトルなど 

感染の可能性 
   

栄養剤バッグ 

チューブ類 カテーテル類 

 

ストーマ袋 輸液バッグ 

ペン型自己注射 

力－トリッジ 

 

 

なし 
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 なし 

 あり 

 

分 類 在宅医療廃棄物の分類 感染の可能性 

Ⅱ．鋭利なものであ

るが安全なしくみをも

つもの 

 （ペン型自己注射） 

 

 

 

 量付着する場 

感染の可能性 

Ⅲ．鋭利なもの 

（医療用注射針、点

滴針） 

 

 
 

具体的処理方法 
 

感染の可能性   
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具体的な処理方法 

 

Ⅰ. 鋭利でないもの(注射針以外) 

Ⅱ. 鋭利であるが安全なしくみをもつもの(ペン型自己注射針) 

Ⅲ. 鋭利なもの(医療用注射針、点滴針) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 医師などが持ち帰る 

 

 

衛生的処理(梱包方法･排出時の注意)の例 排出先 

Ⅰ．鋭利でないもの(注射針以外) 

注射筒､バッグ･チューブ類、ガーゼなどは､感染の可能性は極めて低く､市

町でも安全に収集が可能です。これらのものには元々､感染の可能性はありま

せんが、排出の際は、下記の衛生的処理を行います。 

 

 

プライバシーの保護､液漏れ防止のため、新聞紙等にくるんで、一度小さなポリ

袋に入れた後、他の廃棄物と一緒にごみ用ポリ袋に入れて排出します。※ 

ポリ袋の□は、空気を出してしっかり封じ、液漏れのないようにします。 

 

中の液体等は捨てます 

 

 

 

 

 

 

 

 

●プラスチック類 

在宅医療廃棄物のプラスチックのバッグ･チューブ類は､リサイクルマークが入っ

ている場合でも、リサイクルには出さないでください。※ 

 

 

●ビン・缶類 （栄養剤容器、点滴ボトルなど） 

残液は捨てます。一般の廃棄物として扱えます。※ 

リサイクル可能です。※ 

 

 

 

※印は市町によっ

て収集・処理方法が

異なります。 

 

 

 

市町の収集で可能 

燃えるごみが原則で

す。（別紙参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町の収集で可能 

燃えるごみが原則

です（別紙参照） 

 

市町の収集で可能 

不燃ごみ/リサイクル 

（別紙参照） 

＜廃棄のポイント＞  

 

・・・原則燃えるごみとして扱う 

    

新聞紙に包みます ポリ袋に入れます 
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衛生的処理(梱包方法･排出時の注意)の例 排出先 

Ⅱ．鋭利であるが安全な仕組みをもつもの（ペン型自己注射器） 

 

針ケース付での排出が原則です。 

 在宅医療で用いる注射針は、インスリン自己注射に代表されます。針は、直

径 0.2mm などと細く、長さも 5mm程度です。使用後は､針ケースがついていて、

これを被せ、ねじることにより､針が外れ､針はケースから外れない安全な設計

です。 

  

 

散逸･破損防止のため、プラ容器類(薬の空容器､商品名などのラベルをはがし

たペットボトルなど)に入れ密封します。これをポリ袋に入れ、さらに他の廃棄

物と一緒にごみ用のポリ袋に入れて排出します。※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●主治医又は、調剤薬局が回収してくれる場合は回収してもらう。 

 

 

 

※印は市町によっ

て収集・処理方法が

異なります。 

 

 

 

 

市町の収集で可能 

燃えるごみが原則で

す。（別紙参照） 

 

Ⅲ．鋭利なもの 

（医療用注射針、点滴針） 

 

原則、医師などが持ち帰る。 

方法はその場で医師の指示に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

※市町では収集

しません 

 

 

   

＜廃棄のポイント＞  

＜注意＞  
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【別紙】「在宅医療廃棄物」における市町独自の処理方法 

（以下の一覧にない市町についてはマニュアルどおり） 

市町 

Ⅰ.鋭利でないもの 
Ⅱ.鋭利だが安全なし

くみをもつもの 
備考 

ガーゼ、脱脂綿、
紙おむつ等 

プラスチック類（点
滴ﾁｭｰﾌﾞ、点滴ﾊﾞｯ
ｸ、栄養剤ﾊﾞｯｸ） 

ビン・缶類 
（栄養剤容器・点滴

ボトルなど） 
ペン型自己注射針 

高松市 

ガーゼ、紙おむつ
は可燃ごみへ 
 
 
 
 

※血液等の付着し
たものについては
かかりつけの病院
等へ 

点滴ﾁｭｰﾌﾞは可燃
ごみへ 
点滴ﾎﾞﾄﾙ、点滴ﾊﾞ
ｯｸは内容液を拭き
取り可燃ごみへ 
 

※血液等の付着し
たものについては
かかりつけの病院
等へ 

破砕ごみへ 
 
ただし、リサイクル
マークのある缶類
は資源ごみ（缶・び
ん・ペットボトル）へ 

収集しない 
 
かかりつけの病院等
へ 

注 射 筒
(針なし )
はかかり
つけの病
院等へ 
 

坂出市 

マニュアルどおり 

 

マニュアルどおり マニュアルどおり 収集しない 

かかりつけの病院等

へ 

 

綾川町 

医師・看護師等が
在宅で使用した物
は収集しない 
 
患者が自宅で使用
した物（血液等の

付着量が少なく梱
包したもの）は可燃
ごみへ 

医師・看護師等が
在宅で使用した物
は収集しない 
 
患者が自宅で使用
し た 物 （ 手 袋 、

CAPD ﾊﾞｯｸ・ﾁｭｰ
ﾌﾞ） 
（※但し中身がな
いもの、血液等の
付着量が少なく梱
包したもの）は可燃

ごみへ 

収集しない 収集しない  

三木町 

一般廃棄物として
収集しない 

一般廃棄物として
収集しない 

一般廃棄物として
収集しない 

一般廃棄物として収
集しない 

 

観音寺市 

一般廃棄物として
収集しない 

 
紙おむつは可燃ご
みへ 
 

一般廃棄物として
収集しない 

一般廃棄物として
収集しない 

一般廃棄物として収
集しない 

 

小豆島町 

マニュアルどおり プラスチック表示あ
りの場合は燃やせ
るごみ 
プラスチック表示が
ない場合は燃やせ
ないごみ 
（ﾘｻｲｸﾙ不可） 

マニュアルどおり 針ケースを装着し、密
封又は厚紙に包みガ

ムテープでしっかりと
めて排出（ペットボト
ルは不可） 
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「在宅医療廃棄物の取扱いガイド（2008 年 3月日本医師会作成）」より引用 


